


（①、③、⑤について申請者の対応が必要です）

① 補助申請【様式第１、２、３号】 事業者 → 市

※添付資料として、申請書の他に配置図等の図面、見積書を用意してください

※令和８年１２月２８日（月）までに申請してください

② 交付決定【様式第４号】 市 → 事業者

※「漬物製造業」の営業許可申請には手数料（１４，０００円…県証紙）が必要に
なります。

※食品衛生法に基づく「食品衛生責任者」を設置しなければなりません。
「食品衛生責任者」の資格を得るには、県食品衛生協会が主催する講習会（受講時
間…６時間）を受講する必要があります（調理師、製菓衛生師、栄養士等の資格が
あるものは除く）。受講には事前の申込が必要です。（受講料１１，０００円）

③ 完了報告【様式第７、８、９号】 事業者 → 市

※令和９年２月２６日（金）までに市に提出

（事業完了に基づく現地確認の実施）

④ 補助金確定【様式第１２号】 市 → 事業者

⑤ 補助金請求【様式第１３号】 事業者 → 市

⑥ 補助金交付 市 → 事業者

③の完了報告から概ね２か月程度を目安に補助金を交付します。

※補助を受けた後、翌年から５年間は売上等を報告する義務があります。

※補助対象経費が５０万円を超える場合は補助金決定額を限度として、１回に限り
補助金の概算払を請求することができます。

←事業者が実施


